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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体腔内の病変部を観察するための画像を撮像する内視鏡と、
　前記内視鏡内を挿通して先端部から移動可能に延出し、前記病変部に処置を施す第１の
処置具と、
　前記内視鏡内を挿通して先端部から移動可能に延出し、前記第１の処置具により処置さ
れた前記病変部の一部を把持する第２の処置具と、
　前記内視鏡の先端部の動きを検出する動き検出部と、
　前記動き検出部の検出結果による動き方向と動き量を検出し、前記第１の処置具を動く
直前の処置位置に戻すように、前記内視鏡の先端部の湾曲を制御する制御部と、
を具備することを特徴とする処置具の位置制御を行う内視鏡システム。
【請求項２】
　前記第１の処置具と前記第２の処置具は、前記内視鏡内を挿通し前記先端部から進退可
能に延出する多関節アームの先端に設けられることを特徴とする請求項１に記載の処置具
の位置制御を行う内視鏡システム。
【請求項３】
　前記動き検出部は、前記内視鏡が撮像した画像処理を行う画像処理部と、
　前記画像処理部により得られた画像データに基づき前記内視鏡の先端部の動き及びその
移動位置を推定する動き推測部と、で構成され、
　前記内視鏡が観察するために時系列的に連続して撮像した画像を時間的な前後で順次比



(2) JP 4914735 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

較し、比較結果より前記内視鏡の先端部の動き方向と動き量を検出することを特徴とする
請求項１に記載の処置具の位置制御を行う内視鏡システム。
【請求項４】
　前記動き検出部は、
　前記体腔内に挿入される前記内視鏡の先端部内に配置された磁界発生コイルと、
　前記磁界発生コイルが発生させた磁界を検出し、前記磁界発生コイルの位置を座標とし
て、内視鏡先端の位置及び動き量を推定する位置推定部と、で構成されることを特徴とす
る請求項１に記載の処置具の位置制御を行う内視鏡システム。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記動き検出部から検出された前記動き量が予め閾値を越えた際に、前記動き方向と動
き量に基づき、前記内視鏡の先端部を前記動きと逆方向に移動させることを特徴とする請
求項３又は４に記載の処置具の位置制御を行う内視鏡システム。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記動き検出部の検出結果に基づき、前記内視鏡の先端部を湾曲させる際に、前記病変
部を把持する状態の前記第２の処置具が前記動き後の把持位置を維持するように、前記多
関節アームの屈曲状態及び延出状態を前記先端部の湾曲に従って駆動させることを特徴と
する請求項２に記載の処置具の位置制御を行う内視鏡システム。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記内視鏡が観察するために時系列的に連続して撮像した画像を時間的な前後で順次比
較し、比較結果より前記内視鏡の先端部の動き方向と動き量を検出し、前記内視鏡の先端
部に対する湾曲制御量を生成することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記体腔内に挿入される前記内視鏡の先端部内に配置された磁界発生コイルから発生さ
れた磁界を検出し、前記磁界発生コイルの位置を座標として、内視鏡先端の位置及び動き
量を推定し、前記内視鏡の先端部に対する湾曲制御量を生成することを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置の鉗子チャンネルに挿通される処置具及び鉗子等の処置具の位置
制御を行う内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、体腔内の病変等を観察する機器として、内視鏡装置が知られている。この内視
鏡装置は、体腔内に挿入される内視鏡の挿入部の先端部分又は、装置本体内に撮像部が設
けられ、所望する観察対象を画像としてモニタに表示している。この挿入部は、可撓性を
有し、基端側から先端部まで貫通するチャンネル（鉗子チャンネル）が設けられている。
必要に応じて鉗子チャンネルの挿入口から鉗子やナイフ（電気メス）等の処置具が挿通さ
れ、内視鏡画像を観察しながら、病変等に対して種々の処置を施すことができる。
【０００３】
　また近年、術者に対する内視鏡操作の負担を軽減するために、例えば、特許文献１に開
示されるような電動化された内視鏡装置が提案されている。また、処置具においても、術
者に対する操作の負担を軽減に加えて、手術時間の短縮による患者への負担を軽減するた
めに、例えば、特許文献２に開示される電動化及びロボット化された処置具が提案されて
いる。
【特許文献１】特許第３００７７１５号
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【特許文献２】特開２００３－１２７０７６号公報
【特許文献３】特許第３２３６０７０号
【特許文献４】特許第３５７１６７５号
【特許文献５】特許第３３４７３８５号
【特許文献６】特開平９－２６５４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述したように、内視鏡の鉗子チャンネルに挿通した処置具により病変等の切除・剥離
する手術が行われている。この時、ナイフで切除された粘膜を把持鉗子で引上げることに
より、粘膜と筋層の間の視野を確保しながら病変を剥離する場合、剥離された粘膜が大き
くなってくるとその重みの増加又は、把持鉗子による引き上げ力量の増加により、内視鏡
が重力方向又は把持鉗子による引き上げ方向とは逆方向に動きが発生する。その動きによ
り電気メスの先端も移動し、処置位置から離れてしまう事態が発生する。
【０００５】
　従って、術者は内視鏡又は電気メスを操作して、ナイフの先端を元の処置位置に戻すた
めの移動を行う必要がある。その移動の間は、処置が中断され、その操作も煩雑になって
いる。また、内視鏡の先端より処置具を延出させて処置を行っている為、特許文献３に開
示されるような処置具の先端の動きに対応して、内視鏡を移動させる技術では、このよう
な課題を十分に解決できるとは言えない。
【０００６】
　そこで本発明は、処置時に病変部から剥離され把持されている粘膜の荷重増加又は把持
鉗子による引き上げ力量の増加による内視鏡先端部の動きを推定し、推定結果から内視鏡
の先端部を元の位置へ移動させることで、処置具が処置位置から離れることなく、処置作
業を継続することを可能にする処置具の位置制御を行う内視鏡システムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記目的を達成するために、体腔内の病変部を観察するための画像を撮像する
内視鏡と、前記内視鏡内を連通して先端部から移動可能に延出し、前記病変部に処置を施
す第１の処置具と、前記内視鏡内を挿通して先端部から移動可能に延出し、前記第１の処
置具により処置された前記病変部の一部を把持する第２の処置具と、前記内視鏡の先端部
の動きを検出する動き検出部と、前記動き検出部の検出結果による動き方向と動き量を検
出し、前記第１の処置具を動く直前の処置位置に戻すように、前記内視鏡の先端部の湾曲
を制御する制御部と、を具備する処置具の位置制御を行う内視鏡システムを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、体腔内を内視鏡で時系列的に撮像された画像を観察しつつ、前記内視
鏡内を連通して先端部から移動可能に延出した第１，第２の処置具で画像内の病変部に処
置を施すときの前記第１，第２の処置具の位置を制御する方法であって、前記第１の処置
具により前記病変部から剥離された病変部の一部を前記第２の処置具が把持する処置を行
い、前記画像に含まれる前記内視鏡の先端部に動きが検出された際には、前記動きによる
前記内視鏡の先端部の動き方向と動き量を検出し、前記第１の処置具を動く直前の処置位
置に戻すように、前記内視鏡の先端部の湾曲を駆動する内視鏡システムの処置具の位置制
御方法を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、処置時に病変部から剥離され把持されている粘膜の荷重増加又は把持
鉗子による引き上げ力量の増加による内視鏡先端部の動きを推定し、推定結果から内視鏡
の先端部を元の位置へ移動させることで、処置具が処置位置から離れることなく、処置作
業を継続することを可能にする処置具の位置制御を行う内視鏡システム及びその位置制御
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方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る処置具の位置制御を行う内視鏡システムの全体
構成を示す図である。　
　この内視鏡システムは、大別して、内視鏡装置１と２つの処置具を備える処置具装置２
により構成される。本実施形態における処置具は、多関節構造（屈曲、軸方向の回転等）
を有するナイフ３１と把持鉗子３４を例として、それぞれの処置具は、２つの入力装置（
ジョイスティック）４１，４２のそれぞれの操作に従って、各関節を動作させるマスタス
レーブ型の電動処置具である。また、本発明は、挿入部先端に撮像素子を設けた電子内視
鏡及び、ファイバースコープで導かれた光像を撮像する内視鏡に適用できるが、以下に説
明する実施形態では、電子内視鏡を一例として説明する。
【００１１】
　まず、内視鏡装置について説明する。内視鏡装置１は、内視鏡本体３と装置本体４とで
構成される。内視鏡本体３は、体腔内に挿入される挿入部３ａと、挿入部３ａの先端側に
設けられた湾曲部３ｂを湾曲させる操作部３ｃとで構成される。
【００１２】
　挿入部３ａには、基端側に開口された挿入口３ｄから先端部３ｅまで貫通する複数の穴
、所謂、鉗子チャンネルの鉗子口５と、観察視野を照明するための照明光を伝搬するライ
トガイドファイバ６等が設けられている。さらに先端部３ｅには、ＣＣＤ等の撮像素子及
び光学系を含む撮像部７が設けられる。撮像部７により撮像された病変等の画像データは
、操作部３ｃを通じて、ケーブル（ライトガイドファイバ及び画像信号線及び制御信号線
等を含む）３ｇで接続される装置本体４の後述する画像処理部８に送出される。
【００１３】
　操作部３ｃは、電動湾曲操作部であり、ジョイステック２２が接続されている。操作者
又は術者がジョイステック２２を操作して、湾曲部３ｂを湾曲させて、処置対象となる病
変部１２の処置状態を観察視野（又は、撮像視野）内に入れている。この観察視野には、
後述する把持鉗子３４やナイフ３１の先端部が含まれている。
【００１４】
　操作部３ｃには、屈曲部３ｂに一端が接続される複数のワイヤ２３と、各ワイヤ２３の
他端に連結する複数のプーリ２４と、各プーリ２４が回転軸に嵌装された複数のモータ２
５と、それぞれのモータ２５を個別に駆動するドライバ２６と、各モータ２５に設けられ
たエンコーダ２７と、エンコーダ２７が検出した値に基づき、モータドライバ２６を制御
する湾曲制御部２８と、を備えている。エンコーダ２７は、回転数に対応した信号を生成
し、処置具制御部３５に送出して、モータ２５に対するフィードバック制御を行う。
【００１５】
　また、操作部３ｃは、装置本体４との間をケーブル２９で接続される。このケーブル２
９には、照明光を送光するライトガイドファイバと画像信号線及び制御信号線等からなる
信号線を含んでいる。
【００１６】
　さらに、装置本体４は、撮像部７により撮像された画像データに対して種々の画像処理
やデータ処理を行う画像処理部８と、ライトガイドファイバを通じて照明光窓６から観察
視野に照射する照明光を生成する光源部９と、内視鏡システム全体の制御及び後述する動
きに関する処理を行う動き推測部を含む制御部１０と、撮像された画像及びその画像に関
するデータ及び装置状態や操作指示等を表示するモニタ１１とで構成される。この制御部
１０は、機能の１つとして、後述する動きによる移動位置や移動方向を推測し、元の位置
（処置位置）に戻す移動（方向及び距離）を算出するための演算処理を行う動き推測部を
備えている。尚、本実施形態では、照明光をライトガイドファイバで送光する構成を示し
たが、内視鏡装置の先端部３ｅに発光ダイオード等の光源を設けてもよい。
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【００１７】
　処置具装置２は、病変部１２に処置を施す処置具で、例えば、多関節アーム３２の先端
に取り付けられた高周波電気メス等のナイフ３１と、多関節アーム３３の先端に取り付け
られてナイフ３１で剥離される粘膜等を把持する把持鉗子３４と、ナイフ３１及び把持鉗
子３４をそれぞれに制御する処置具制御部３５と、処置具制御部３５の制御信号に基づき
ナイフ３１及び把持鉗子３４を駆動する処置具駆動部（ナイフ用モータユニット３６及び
鉗子用モータユニット３７）と、ナイフ３１に高周波電源を供給する電源装置３８とで構
成される。処置具制御部３５には、術者の手操作によりナイフ３１及び把持鉗子３４の移
動や姿勢を指示する入力装置であるジョイスティック４１，４２が接続されている。また
、電源装置３８には、術者の足操作によりナイフ３１に供給する高周波電源の印加を指示
するためのフットスイッチ５１と、電源装置３８に接続され処置される患者の体表面に貼
られる対極板５２とを備えている。
【００１８】
　ナイフ３１及び把持鉗子３４は、多関節アーム３２，３３を介して、鉗子チャンネルに
挿通され進退可能で軟性な特性を有する処置具挿入部３１ａ，３４ａに連結される。処置
具挿入部３１ａ，３４ａの基端側は、それぞれのナイフ用モータユニット３６及び鉗子用
モータユニット３７に接続されている。このような構成により、ナイフ３１及び把持鉗子
３４は、体腔内で３次元的に移動可能である。本実施形態では、多関節アーム３２，３３
は、例えば、複数の関節と短小なロッドを組み合わせた構造を採用している。この多関節
以外にも、可動部としては、例えば円柱形状に形成した圧電素子等種々の構成部位を用い
ることができる。また関節の駆動はワイヤだけでなく、小型モータや磁力を駆動源として
も実現可能である。
【００１９】
　ナイフ用モータユニット３６は、処置具挿入部３１ａ内を通り多関節アーム３２の各関
節に一端が接続されるワイヤ４３と、ワイヤ４３の他端と連結したプーリ４４と、プーリ
４４が回転軸に嵌装されたモータ４５とで構成される。同様に、鉗子用モータユニット３
７は、処置具挿入部３４ａ内を通り多関節アーム３３の各関節に一端が接続されるワイヤ
４６と、ワイヤ４６の他端と連結したプーリ４７と、プーリ４７が回転軸に嵌装されたモ
ータ４８とで構成される。これらのモータ４５，４８、ケーブル４９，５０により処置具
制御部３５に接続され、個々に駆動制御される。
【００２０】
　この処置具制御部３５は、術者によるジョイスティック４１，４２の操作量に応じて、
各モータ４５，４８を駆動させる制御信号をモータドライバ６５に送信し、各モータ４５
，４８をそれぞれ回転させる。各モータ４５，４８には、回転数を計測する図示しないエ
ンコーダがそれぞれに取り付けられている。エンコーダは、回転数に対応した信号を生成
し、処置具制御部３５に送出して、モータ４５，４８に対するフィードバック制御が行わ
れる。この構成により、モータ４５，４８が回転され、プーリ４４，４７に巻き取られる
ワイヤ４３，４６の牽引力で、多関節アーム３２，３３の各関節が屈曲される。また、モ
ータユニット３６，３７内に設けられた図示しないアクチュエータにより、処置具挿入部
３１ａ，３４ａを進退、回転させることによって、ナイフ３１の回転及び進退、把持鉗子
３４の回転、進退及びジョーの開閉を行っている。
【００２１】
　処置具制御部３５は、ジョイスティック４１，４２からの指示及び、図示しない操作パ
ネル等の入力部位から機能の制御条件やパラメータを入力する機能制御入力部６１と、各
種の演算処理及び各構成部位への指示を行う中央処理部（ＣＰＵ）６２と、画像及び通信
データ等を保存するメモリ６３と、モータユニット３６，３７内の各モータ４５，４８を
駆動制御するモータドライバ６５で構成される。尚、処置具制御部３５は、モータユニッ
ト３６，３７及び装置本体４とそれぞれケーブルで接続され、それぞれに通信を行うため
の図示しない通信機能（インターフェイス機能）が設けられている。
【００２２】
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　機能制御入力部６１は、ナイフ３１及び把持鉗子３４の位置（箇所）を固定させる機能
のＯＮ／ＯＦＦを行うスイッチ６６と、機能の状態を表示するディスプレイ６７と、内視
鏡先端の撮像部７によって撮影された画像を内視鏡本体３から受信するための画像受信部
６４と、受信した画像、ＣＰＵ６２の演算結果及び通信データ等を格納するメモリ６３、
を備える。
【００２３】
　電源装置３８には、電源の供給状態等を表示するディスプレイ７１と、出力ワット数入
カパネル７２と、出力モード選択パネル７３と、電力出力端子７４とが設けられている。
電力出力端子７４は、内部に設けられている電源ユニット（図示せず）から出力された高
周波電力をナイフ３１にケーブル７５を通じて供給する。このケーブル７５は、前述した
ワイヤ４３と共に処置具挿入部３１ａに挿通され、ナイフ３１先端の高周波電気メスに接
続されている。
【００２４】
　また、本実施形態では、内視鏡及び処置具のそれぞれにジョイスティックを設けた構成
例を示したが、これらの操作機能を１つのジョイステックに集約して構成してもよい。
【００２５】
　このように構成された処置具装置を搭載する内視鏡システムは、図２（ａ）に示すよう
に、ナイフ３１によって切除（剥離）された粘膜１２ａを把持鉗子３４により上方に引き
上げて、粘膜１２ａと筋層の間（粘膜下層）を視認しやすくしている。
【００２６】
　しかし、粘膜１２ａの剥離が進むと、粘膜の重さが増大又は、把持鉗子３４による引き
上げの力量が大きくなり、図２（ｂ）に示すように、最初の処置位置Ａにより内視鏡の先
端が重力方向又は、把持鉗子３４の引き上げ方向と逆方向に動いてしまう。そのため、再
度、ナイフ３１を処置位置Ａに戻すように、内視鏡の先端を引き上げる。
【００２７】
　本実施形態による動き検出部は、主として、画像処理部８と制御部１０により構成され
、内視鏡の先端の動き方向と動き量（移動距離）を動き前に撮像された画像と動き後に撮
像された画像とによって検出する。
【００２８】
　図２（ｃ）に示すように、本実施形態では、動き検出部としての制御部１０によりドラ
イバ２６が検出された動き方向と動き量に基づきフィードバック制御される。この制御に
より、内視鏡の先端部３ｅが動きに見合う移動、即ちナイフ３１を元の位置（処置位置）
に戻すように内視鏡が湾曲される。このような時系列的に隣接する画像から内視鏡の先端
部の動き方向とその距離を推定する方法は、公知であり、例えば、特許文献１に開示され
ている。
【００２９】
　図３及び図４に示すフローチャートを参照して、内視鏡先端の動きと元の処置位置へ戻
す移動について説明する。　
　まず、画像処理部８において、撮像される画像（画像データ）Ｆｉの画像数の初期化（
ｉ＝０）を行う（ステップＳ１）。撮像部７により撮像された画像Ｆｉを取り込み（ステ
ップＳ２）、歪曲収差補正を施して、メモリ６３に一時的に格納する（ステップＳ３）。
【００３０】
　次に、最初に取り込まれた画像Ｆ０か即ち、画像数ｉ＝０か否かを判定する（ステップ
Ｓ４）。この判定において、画像Ｆ０であれば（ＹＥＳ）、インクリメント（ｉ＝ｉ＋１
）を行い（ステップＳ５）、ステップＳ２に移行して再度、画像Ｆｉを取り込む。一方、
最初に取り込まれた画像Ｆ０でなければ（ＮＯ）、処置具であるナイフ３１による処置が
行われているか否かを判定する（ステップＳ６）。
【００３１】
　このステップＳ６の判定で、ナイフ３１による処置が行われていなければ（ＮＯ）、内
視鏡の先端部３ｅは下がっていないと判断し、ステップＳ５に戻り、次の画像の取り込み
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を行う。一方、ナイフ３１による処置が行われていれば（ＹＥＳ）、内視鏡の先端部３ｅ
が下がっている可能性があるものと判断し、内視鏡の先端部３ｅの動きを推定する（ステ
ップＳ７）。ここで、図４に示すサブルーチンを参照して、内視鏡先端部の動きについて
説明する。
【００３２】
　先に取り込んだ画像Ｆｉ-1とその直後に取り込んだ画像Ｆｉにより、即ち、動き前の画
像と動き後の画像を用いてシフトマップを作成する（ステップＳ２１）。つまり、時系列
的に隣接する画像間の比較により、画像内で定めた対象部位（例えば、病変部１２）に対
する内視鏡の動き（並進ベクトル及び回転マトリクスＲ）を推定する。但し、並進ベクト
ルは単位ベクトルとする。この推定は、例えば、特許文献５に開示されている。本実施形
態では、シフトマップを時系列的に隣接する２つの画像から求めたが、時系列的な複数の
画像を用いてもよい。
【００３３】
　また、並進ベクトルの大きさｋを特許文献６（例えば、第４の実施形態）に開示されて
いる方法を用いて算出し、並進ベクトルＨ＝ｋｈを求める（ステップＳ２２）。並進ベク
トルＨの大きさが閾値Ｈthrよりも小さい場合、内視鏡先端は動いていないと判断し、イ
ンクリメント（ｉ＝ｉ＋１）を行い（ステップＳ５）、ステップＳ２に移行して再度、画
像Ｆｉを取り込む。一方、閾値よりも大きい場合には、内視鏡の先端が動いたものと判断
し、ステップＳ１０へ移行する。
【００３４】
　次に、図５（ａ），（ｂ）に示すように、内視鏡先端の動き（並進ベクトルＨ、回転マ
トリクスＲ）から、内視鏡の先端がもとの位置に戻るように内視鏡を湾曲させるための湾
曲量を推定する（ステップＳ９）。例えば、内視鏡の先端部の動き前の内視鏡先端を位置
Ｐ０（ｘ，ｙ，ｚ）とすると、内視鏡移動後の座標系による動き前の内視鏡先端の位置Ｐ
０（ｘ´，ｙ´，ｚ´）は、次式で表される。
【００３５】
【数１】

【００３６】
　また、内視鏡の湾曲制御によって得られる内視鏡先端の位置Ｐ２を（ｘ"，ｙ"，ｚ"）
とすると、
【００３７】

【数２】

【００３８】
となるように、内視鏡の先端部の上下方向の湾曲量θ０と左右方向の湾曲量θ１を推定す
る。この推定された湾曲量θ０，θ１に基づき、図５（ｂ）に示すように、位置Ｐ２に戻
す（ステップＳ１０）。これらの一連の動作を繰り返して行う。
【００３９】
　以上のように、ナイフ３１で処置が行われている間、内視鏡の先端部の動きを撮像した
画像を用いて推定する。推定された値から内視鏡の先端部の元の位置（処置位置Ａ：図２
（ａ））に戻るための湾曲量を算出でき、この湾曲量を用いて常に処置位置にナイフがあ
るように移動制御される。さらに、内視鏡先端部３ｅの動きが小さく、ナイフ３１による
処置が継続している場合には、動いた位置から処置位置に戻るように移動させるためのナ
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イフ３１及び把持鉗子３４の多関節アームの各関節における屈曲、回転及び進退等の動作
量を算出し、各関節を動作させて、ナイフ３１を元の処置位置に戻すように移動させるこ
ともできる。
【００４０】
　以上説明した本実施形態の処置具装置を搭載する内視鏡システムによれば、体腔内にお
ける切除又は剥離された病変部１２を把持する把持鉗子３４における粘膜の重さが増大又
は、把持鉗子３４による引き上げの力量の増大による内視鏡先端部３ｅの処置位置からの
動きに対して、撮像された内視鏡動き前後の画像から内視鏡先端部３ｅの動きを推定し、
その動きからナイフ３１の元に戻す移動を推定することができる。
【００４１】
　従って、術者は、内視鏡の先端部の動きによる位置補正のための操作をせずに、ナイフ
３１と把持鉗子３４による処置の操作に専念して、病変部を切除や剥離することができる
。これにより術者に対する操作負担が容易になり、疲労が軽減でき、且つ処置を移動によ
る中断が無くなるため、処置に掛かる時間が短縮され、患者に対しても苦痛や疲労の軽減
が図れる。
【００４２】
　次に、第２の実施形態について説明する。　
　図６は、第２の実施形態に係る処置具の位置制御を行う内視鏡システムの全体構成を示
す図である。本実施形態は、前述した第１の実施形態における内視鏡システムの構成に、
内視鏡形状観察装置を付加した構成である。本実施形態において、内視鏡形状観察装以外
の構成部位は、図１に示す内視鏡システムと同等であり、同じ参照符号を付して、その説
明は省略する。
【００４３】
　この内視鏡形状観察装置８０は、磁界発生コイルの駆動回路９１、磁界検出コイルの出
力の検出回路９２及び位置推定算出回路９３が組み込まれた回路部８１と、モニタ８２と
、磁界検出ユニット８３と、磁界発生コイル８４とで構成される。磁界発生コイル８４は
、内視鏡本体３の湾曲部３ｂより先端側に少なくとも１つが設けられ、患者（体腔内）の
近傍に配置される内視鏡形状観察装置８０と信号線８５で接続される。
【００４４】
　磁界発生コイル８４が発生した磁界は、磁界検出ユニット８３内に設けられた複数の磁
界検出コイル８６（８６ａ，８６ｂ，…８６ｎ）で検出される。
【００４５】
　位置推定部８１は、信号線８５を通じて、磁界検出コイル８６により検出された磁界デ
ータを受け、磁界発生コイル８４の位置を推定する。ただし、推定される磁界発生コイル
８４の位置は、磁界検出ユニット８３を基準とした座標系の値である。画像が撮影された
ときの内視鏡先端の位置は、磁界発生コイル８４との位置関係（設計値）により求められ
るため、各画像間の内視鏡先端の動き量を算出することができる。尚、位置推定の原理は
、内視鏡先端に磁界発生用のコイルを配置し、発生した磁界を体外に配置された複数の検
出コイルで検出し、検出された値から磁界発生用コイルの位置と向きを推定する。詳しく
は、特許文献４に開示されている。
【００４６】
　図７に示すフローチャートを参照して、内視鏡先端の動きと元の処置位置へ戻すための
移動について説明する。　
　まず、内視鏡形状観察装置８０は、回路部８１の駆動回路により、磁界発生コイル８４
を駆動させて磁界を発生させる。処置具制御部３５のＣＰＵ６２において、図７に示すフ
ローチャートのプログラムが開始すると、内視鏡の先端部の位置Ｐｉと向きＶｉのｉを初
期設定（ｉ＝０）する（ステップＳ３１）。画像処理部８により画像が撮影されると同時
に内視鏡形状観察装置８０より磁界発生コイル８４の位置Ｐｉと向きＶｉが推定される（
ステップＳ３２）。推定された位置（位置Ｐｉ、向きＶｉ）を一時的にメモリに記憶する
（ステップＳ３３）。最初は、ｉ＝０であるため、スタート位置（位置Ｐ０、向きＶ０）
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が推定される。
【００４７】
　次に、最初に取り込まれた位置（位置Ｐ０、向きＶ０）か即ち、ｉ＝０か否かを判定す
る（ステップＳ３４）。この判定において、位置（位置Ｐ０、向きＶ０）であれば（ＹＥ
Ｓ）、インクリメント（ｉ＝ｉ＋１）を行い（ステップＳ３５）、ステップＳ３２に移行
して再度、内視鏡の先端部の位置Ｐｉ，Ｖｉを推定し、記憶する。一方、ステップＳ３４
の判定において、最初に取り込まれた位置Ｐ０でなければ（ＮＯ）、ナイフ３１による処
置が行われているか否かを判定する（ステップＳ３６）。
【００４８】
　このステップＳ３６の判定で、ナイフ３１による処置が行われていなければ（ＮＯ）、
内視鏡の先端部３ｅは下がっていないと判断し、次の内視鏡の先端部の位置Ｐｉ，Ｖｉを
推定するために、ステップＳ３５に移行する。一方、ナイフ３１による処置が行われてい
ると判定されたならば（ＹＥＳ）、内視鏡先端の動き量Ｍを算出する（ステップＳ３７）
。この算出は、先に取り込んだ位置（位置Ｐｉ-1、向きＶｉ-1）と、とその直後に取り込
んだ位置（位置Ｐｉ、向きＶｉ）との比較により、内視鏡先端の動き量Ｍを算出する。
【００４９】
　次に、求められた動き量Ｍが予め設定した動き量の閾値Ｍthrよりも大きいか否かを判
定する（ステップＳ３８）。この判定において、動き量Ｍが閾値Ｍthrと同じ又は小さい
場合には（ＮＯ）、内視鏡の先端部の動きが元の位置に戻すほど動いていないものと判断
する。そして、ナイフ３１による処置を継続すると共に、ステップＳ３５に移行し、次の
位置検出を行う。
【００５０】
　一方、ステップＳ３８の判定において、動き量Ｍが閾値Ｍthrよりも大きい場合には（
ＹＥＳ）、内視鏡の先端部の動きと逆方向に動かして内視鏡の先端部を元の処置位置に戻
すための湾曲の制御量を算出する（ステップＳ３９）。次に、この湾曲の制御量に基づき
、内視鏡の先端部を湾曲させて、内視鏡の先端部を元の処置位置に戻す移動を行う（ステ
ップＳ４０）。その移動後には、ナイフ３２による処置を継続するか否かを判定する（ス
テップＳ４１）。この判定で、ナイフ３２による処置を続ける場合には（ＹＥＳ）、ステ
ップＳ３５に戻る。一方、処置を以降継続しない場合には（ＮＯ）、磁界発生コイル８４
の駆動を停止し、位置検出のシーケンスを終了する。
【００５１】
　以上説明した第２の実施形態の処置具位置制御装置を搭載する内視鏡システムによれば
、内視鏡の動き量（並進ベクトルの大きさ）を正確に算出できるため、ナイフ３１及び把
持鉗子３４をより迅速に動き前の処置位置に戻すように移動させることができ、さらに、
内視鏡の先端部の動きを検出する際に、閾値を設けることにより、ノイズや計算誤差等に
よる処置具の不要な位置保持動作による振動が防止されて、処置が難しくなることを防止
する。
【００５２】
　次に、第３の実施形態について説明する。　
　本実施形態は、前述した第１の実施形態における内視鏡システムと同じ構成であり、内
視鏡の湾曲操作前後の把持鉗子の位置を制御するものである。本実施形態において、図１
に示す内視鏡システムと同等であり、同じ参照符号を付して、その説明は省略する。
【００５３】
　本実施形態は、図８（ａ）～（ｃ）に示すように、把持鉗子２４により把持される粘膜
１２ａは、ナイフ３１により剥離されるに従い、上方向に引き上げられる。その状態で、
内視鏡の先端部が動くと、前述した各実施形態のように、ナイフ３１を元の処置位置Ｂに
戻すように移動される。この時、把持鉗子２４により把持されている粘膜１２ａも同様に
移動する、即ち、引き延ばされることになる。そのため、粘膜１２ａが引き延ばされる程
度によっては、剥離された粘膜１２ａが変形する事態が発生し、また病変部が変形したり
、これまでのナイフ３１による削剥のラインが歪になる場合がある。
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【００５４】
　本実施形態では、ナイフ３１を元の処置位置Ｂに戻すための移動の際に、把持鉗子の動
きを考慮して、粘膜１２ａに余計な力が加わらないようにする。
【００５５】
　内視鏡の先端部が動いた後の把持鉗子の先端位置は、把持鉗子の屈曲、進退、回転を行
うモータの回転量から算出され、その位置を（ｘａ´，ｙａ´，ｚａ´）とする。把持鉗
子３４による内視鏡先端の動き後の位置座標（ｘ´，ｙ´，ｚ´）と内視鏡を湾曲させた
後の内視鏡の先端の位置座標（ｘ"，ｙ"，ｚ"）から、内視鏡先端の動き量は、
【００５６】
【数３】

【００５７】
となる。内視鏡を湾曲させた場合・把持鉗子は内視鏡と同期して移動する為、湾曲後の把
持鉗子の位置（ｘａ´，ｙａ´，ｚａ´）となる。
【００５８】
　従って、内視鏡湾曲後の湾曲前の把持鉗子の位置（ｘａ"，ｙａ"，ｚａ"）は、
【００５９】

【数４】

【００６０】
となる。
【００６１】
　把持鉗子３４の座標系が求められることから、逆問題により把持鉗子の各関節の屈曲、
進退、即ち、対応するモータ４８（図１に示す）の回転量が求められ、その値を用いてモ
ータ４８を制御し、把持鉗子を移動する。
【００６２】
　以上説明したように本実施形態によれば、内視鏡の移動と共に把持鉗子を支持する多関
節アームの屈曲及び延出状態を考慮して移動させるため、引き上げている粘膜に余計な力
が加わらないようにすることができる。これにより、把持する粘膜を変形させないで剥離
させることができる。また、これまでのナイフによる削剥のラインを維持することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】第１の実施形態に係る処置具の位置制御を行う内視鏡システムの全体構成を示す
図である。
【図２】第１の実施形態に係るナイフ及び把持鉗子を用いた処置の一例を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る内視鏡先端の動きと元の処置位置に戻すための移動につい
て説明するためのフローチャートである。
【図４】内視鏡先端部の動き推定を説明するためのサブルーチンのフローチャートである
。
【図５】内視鏡先端部の動きにおけるナイフ及び把持鉗子の移動状態を説明するための図
である。
【図６】第２の実施形態に係る処置具の位置制御を行う内視鏡システムの全体構成を示す
図である。
【図７】第２の実施形態に係る内視鏡の先端部の動きと元の処置位置に戻すための移動に
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ついて説明するためのフローチャートである。
【図８】第３の実施形態に係る内視鏡先端の移動について説明するための図である。
【符号の説明】
【００６４】
１…内視鏡装置、２…処置具装置、３…内視鏡本体、３ａ…挿入部、３ｂ…湾曲部、３ｃ
…操作部、３ｄ…挿入口、３ｅ…先端部、３ｇ…ケーブル、４…装置本体、５…鉗子口、
６…ライトガイドファイバ、７…撮像部、８…画像処理部、９…光源部、１０…制御部、
１１…モニタ、１２…病変部、１２ａ…粘膜、２２，４１，４２…入力装置（ジョイステ
ィック）、２３…ワイヤ、２４…プーリ、２５，４５，４８…モータ、２６…ドライバ、
２７…エンコーダ、２８…湾曲制御部、２９…ケーブル、３１…ナイフ、３１ａ，３４ａ
…処置具挿入部、３２，３３…多関節アーム、３４…把持鉗子、３５…処置具制御部、３
６…ナイフ用モータユニット、３７…鉗子用モータユニット、３８…電源装置、５１…フ
ットスイッチ、５２…対極板、６１…機能制御入力部、６２…中央処理部（ＣＰＵ）、６
３…メモリ、６４…画像受信部、６５…モータドライバ、６６…スイッチ、６７，７１…
ディスプレイ、７２…出力ワット数入カパネル、７３…出力モード選択パネル、７４…電
力出力端子。

【図１】 【図２】



(12) JP 4914735 B2 2012.4.11

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(13) JP 4914735 B2 2012.4.11

【図８】



(14) JP 4914735 B2 2012.4.11

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(72)発明者  長谷川　潤
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  吉江　方史
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

    審査官  松谷　洋平

(56)参考文献  特開２００４－１９４８２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４１４８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１３５７８１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　　　　
              Ａ６１Ｂ　　１７／２８　　　　
              Ａ６１Ｂ　　１７／３２　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１８　　　　



专利名称(译) 用于执行治疗仪器的位置控制的内窥镜系统

公开(公告)号 JP4914735B2 公开(公告)日 2012-04-11

申请号 JP2007033824 申请日 2007-02-14

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯医疗株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

当前申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

[标]发明人 長谷川潤
吉江方史

发明人 長谷川 潤
吉江 方史

IPC分类号 A61B1/00 A61B17/32 A61B17/28 H04N7/18

CPC分类号 A61B17/00234 A61B1/00133 A61B1/0051 A61B1/018 A61B17/29 A61B17/320016 A61B17/3211 
A61B34/70 A61B34/71 A61B90/37 A61B2017/00353 A61B2034/742

FI分类号 A61B1/00.310.H A61B1/00.334.D A61B17/32.330 A61B17/28.310 H04N7/18.M A61B1/00.552 A61B1
/00.620 A61B1/005.523 A61B1/018.515 A61B1/045.610 A61B17/28 A61B17/29 A61B17/3205 A61B18
/14

F-TERM分类号 4C060/FF19 4C060/GG24 4C060/GG30 4C060/GG32 4C060/MM24 4C061/AA00 4C061/BB00 4C061
/CC06 4C061/DD03 4C061/GG01 4C061/GG15 4C061/HH21 4C061/HH33 4C061/HH35 4C061/HH47 
4C061/HH51 4C061/HH57 4C061/LL02 4C061/NN01 4C061/QQ06 4C160/FF19 4C160/GG24 4C160
/GG28 4C160/GG30 4C160/KK03 4C160/KK07 4C160/KK14 4C160/KL01 4C160/KL02 4C160/KL04 
4C160/MM32 4C160/NN03 4C160/NN07 4C160/NN08 4C160/NN09 4C160/NN10 4C160/NN14 4C160
/NN23 4C161/AA00 4C161/BB00 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/GG01 4C161/GG15 4C161/HH21 
4C161/HH27 4C161/HH33 4C161/HH35 4C161/HH47 4C161/HH51 4C161/HH57 4C161/LL02 4C161
/NN01 4C161/QQ06 5C054/CC07 5C054/ED11 5C054/FC13 5C054/FF07 5C054/GB01 5C054/HA12

代理人(译) 河野 哲
中村诚

其他公开文献 JP2008194302A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为了进行治疗以通过用钳子从内窥镜的远端部分延伸的
刀拉出粘膜，内窥镜的远端部分由于剥离的粘膜的重量而移动，由于它
离开该位置，它移动到原始位置。 解决方案：在内窥镜系统中，通过内
窥镜在体腔中观察按时间序列捕获的图像，同时可移动的刀和手柄，以
便在内窥镜中彼此连通并从其远端部分延伸。当用镊子对图像中的病变
进行治疗时，通过用钳子处理从病变处剥离的病变的一部分，并且移动
被移动到包括在图像中的内窥镜的尖端。当检测到时，检测由于移动引
起的内窥镜的远端部分的移动方向和移动量，并且弯曲内窥镜的远端部
分以使刀具返回到原始治疗位置。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e4b954bf-3129-4914-8f97-8d0252dd2ac2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039690108/publication/JP4914735B2?q=JP4914735B2



